
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回は、近年注目されている「職場環境配慮

（調整）義務」の変化について、最新の裁判例

をご紹介いたします。 

これまで、企業が配慮すべき対象は、業務に

起因する明確なトラブルに限られるという考

え方が一般的でした。 

しかし最近では、私的な人間関係の問題が職

場に波及した場合や、指導方法そのものが適切

でなかった場合にも、企業に対して配慮義務違

反が問われるケースが出てきています。 

本号では、令和５年に東京地裁で言い渡され

た二つの判決を取り上げ、現代の企業活動に求

められる「配慮義務」のあり方について、わか

りやすく解説いたします。 

 
●事案の概要 

外国語教師として勤務していた原告（アメリ

カ国籍）は、同僚女性への好意がこじれたこ

とをきっかけに、メンタルヘルス不調（適応

障害）を発症しました。 

その後、自殺未遂や飲酒出勤、セクハラ発

言などの問題行動が見られるようになりまし

たが、会社側は医師面談などの措置を講じな

いまま、原告を就労させ続けました。 

最終的に原告は退職願を提出しましたが、

その後、退職願は真意に基づくものではなか

ったと主張し、雇用契約上の地位確認、未払

賃金の支払い、職場環境調整義務違反及び違

法な退職勧奨に基づく損害賠償を求めて提訴

しました。 

●裁判所の判断 

裁判所は、原告の退職願は自由意思による

ものであり、適応障害があっても真意に基づ

かないとはいえないと判断しました。また、

会社は異動希望に応じられない旨を伝えただ

けであり、退職を強要したとは認められない

としました。 

本件で特に問題とされたのは、会社側の職

場環境調整義務違反です。会社は、4 月時点で

原告が自殺未遂を起こしていた事実を把握し

ていたにもかかわらず、その後も精神状態の

確認や医師面談などの適切な対応を行いませ

んでした。さらに、11 月以降にはリストカッ

トの報告、飲酒出勤、セクハラ発言など、精

神的不調を示す明白な問題行動が繰り返し発

生していました。 

 にもかかわらず、会社は産業医の面談指示

や業務負担の軽減措置を取らず、代わりに解

雇を示唆するような厳しい警告だけを行いま

した。 

これら

の対応

は、原告

の精神状

態悪化を

予見しな

がら適切

な措置を
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講じなかったものであり、職場環境調整義務

に違反すると裁判所は認定しました。その結

果、精神的損害に対する賠償金として、33 万

円の支払いが命じられました。 

●くみ取れる示唆 

本件で注目すべき点は、精神的不調の発端

が職務外の私的関係にあったことです。 

 従来であれば、業務外の要因であることを

理由に企業責任が否定される余地もありまし

たが、本判決は、私的トラブルが職場に影響

を及ぼしていると認識できた時点で、職場環

境調整義務が発生するとの考え方が明確に示

したといえます。 

 
●事案の概要 

被告会社の従業員（中間管理職）は、部下

A に対して、他の従業員を宛先（CC）に含め

たメールで叱責を行いました。また、別の部

下 B に対しては、LINE でプライベート領域に

踏み込むメッセージを送信していました。 

これらの行為を理由として、会社側は当該

従業員に対し、譴責処分（始末書提出命令）

を下しました。 

 従業員はこれに対して、「譴責処分は無効で

ある」「（後に行われた）配転命令も無効であ

る」と主張し、地位確認および配転命令無効

確認を求めて提訴しました。 

●裁判所の判断 

 裁判所は、部下 A に対する CC 付き叱責メ

ールは、職場秩序の維持義務（「健全な秩序及

び協力関係を保持する義務」）に違反し、上司

の地位を利用した嫌がらせ行為にあたると認

定しました。 

 具体的には、叱責の内容そのものだけでな

く、周囲への「見せしめ」の効果が問題視さ

れ、上司が部下を萎縮させる効果を意図的に

発揮するような場の設定は、パワハラに該当

するという判断枠組みを取りました。 

 さらに、会社は複数回の事情聴取を経て適

切な手続きを踏んでおり、処分に手続的違法

は認められず、処分の相当性（社会通念上の

合理性）も肯定され、従業員側の請求は退け

られました。 

●くみ取れる示唆 

特に本判決では、「CC での叱責」が職場秩

序や協力関係を壊す「嫌がらせ」にあたると

明示され、「上司の立場を利用して、他者に恥

をかかせる形での指導は、ハラスメントに該

当しうる」と認定された点が注目されます。 

これは、「指導」の内容そのものだけでなく、

指導のスタイルが職場環境を損なう行為と評

価され得ることを示しています。 

従来は、叱責の内容が不当（たとえば人格

否定にあたるか）かどうかが問題とされてい

ましたが、現在では、どのように叱責したか

（見せ方・伝え方）も違法性判断の対象とな

っています。 

また、メールやチャットでの叱責は、容易

にパワハラの証拠として記録に残るため、「CC

に誰を入れるか」にまで配慮すべき時代に入

ったといえます。 

～当事務所よりひと言～ 

これまで企業側の防衛線としては、「本人の

私生活には干渉できない」「通常の指導の一環

だった」といった説明が一般的でしたが、これ

らが配慮義務違反と評価されるハードルは確

実に下がってきています。 

時代に合った労務管理へのアップデート

が、ます

ます重要

になって

います。 

 

CC での叱責がパワハラ認定─ちふれホー

ルディングス事件（東京地判 令 5.1.30） 


